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はじめに 

 

参議院議員選挙では、テレビによる政見放送と経歴放送が

実施されます。ｔｖｋ(テレビ神奈川)でも、令和７年の参議

院神奈川県選出議員選挙立候補者の政見放送と経歴放送を

行います。 

選挙放送にあたって、ｔｖｋでは、「政見放送及び経歴放

送実施規程」に基づき実施細目を定め、公正かつ適正に実施

し、民間放送としての責務を果たしたいと考えております。 

つきましては、手続きや録画上のご注意などをまとめまし

たので、ご高覧くださるようお願い申し上げます。 

 

令和７年６月 

ｔｖｋ政見放送実施本部 
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ｔｖｋでの政見放送 

 

（１）放送時間と回数 

・政見放送を行う時間は、候補者１人について、１回につき５分３０秒以内です。 

なお、この政見放送の直前にアナウンサーによる候補者の経歴放送(経歴の紹

介)が３０秒以内で行われます。 

・候補者１人について３回放送を行います。 

 

(２)放送日時と順序 

・政見放送の日時と順序は、県選挙管理委員会が「くじ」で決定し、ｔｖｋおよ

び候補者に通知します。 

・各候補者の政見放送の日時が決定したあと、次の事由が生じた場合は、それに

より影響を受けるすべての候補者の放送の日時が順次繰り上がることになり

ますので、ご注意ください。 

 

ア 候補者が候補者たることを辞した場合、候補者の立候補の届出が却下され

た場合、叉は候補者が死亡もしくは候補者たることを辞したものとみなさ

れた場合において、その旨の告示があったとき。 

イ 候補者が正当な理由なく定められた録画の日時、場所に出向かなかったた

め、当立候補者の政見放送を行わないとき。 
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実施概要 

Ⅰ、政見放送 

(１)受付日時 

公示日前 ６月２６(木)、２７日(金)、３０日(月)、 

７月１日(火)、２日(水) 

午前１０時～午後５時 

公示日 ７月３日(木) 

午前８時３０分～午後５時 

２８日(土)と２９日（日）は受付を行いません。 

 

(２) 受付場所 

公示日前 

ｔｖｋ本社 

住所：横浜市中区太田町 2－23 横浜メディアビジネスセンター４階 

電話：０４５－６５１－１１８２ （報道部直通） 

FAX：０４５－６４１－１９１１ 

 担当：柳田 

（4 階にて報道部宛てに「政見放送の件です」とお申し出ください） 

 

公示日前に申し込みをされる場合は、ｔｖｋ報道部まで 

必ず前日までにご連絡いただき、時間の調整をお願いします。 

 

 

公示日 

 ｔｖｋ本社 

 住所：横浜市中区太田町 2－23 横浜メディアビジネスセンター４階 

 電話：０４５－６５１－１１８２ （報道部直通） 

 

公示日当日に申し込みをされる場合は、ｔｖｋ報道部まで 

必ず事前にご連絡いただき、時間の調整をお願いします。 
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(３)申込手続き 

候補者またはその代理人が、受付場所に直接出向き、行ってください。申込の際

にご用意いただくものは次のとおりです。 

 

提出書類 

 公示日前 

① 政見放送申込書 

② 候補者経歴書 

③ 供託したことを証明する書面、またはその写し 

④ 所属党派証明書、またはその写し 

（政党その他の政治団体に所属する場合に限ります） 

⑤ 通称認定申請書の写し 

（通称を使用する場合） 

⑥ 代理人証明書 

（候補者となろうとする者の代理人が持ち込み方式で申し込む場合） 

⑦ 政見２本（１種類）を提出 （持ち込みの場合） 

 

 公示日 

① 政見放送申込書 

② 候補者経歴書 

③ 代理人証明書 

（候補者の代理人が持ち込み方式で申し込む場合） 

④ 政見２本（１種類）を提出 （持ち込みの場合） 

 

〇日本放送協会において録画した物を使用して政見放送を希望する場合は、 

その旨を政見放送申込書に記入してください。 

〇申込の際は必ず候補者(候補予定者)の印鑑(認印で差し支えありません)を持参

してください。 

〇手話通訳士の付与については、候補者の判断により、事前に申し込みをする

ことができます。手話通訳士の選定から打合せまで、候補者に行っていただく

ため、事前に神奈川県聴覚障害者連盟までお申し込みをお願いします。 

また、手話通訳の内容が誤っている、手話通訳が時間内に収まっていないな

どの事情を理由とした収録のやり直しは行いませんので、候補者と手話通訳士

の間で、事前によく打ち合わせをお願いします。 
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〇所定の書面を提出していただいてから候補者の収録の日時を決め「政見放送

収録約定書」を発行します。この書類は収録の際必ずご持参ください。 

 

政見持ち込みの場合 

〇代表者または政見放送担当責任者、もしくはその代理人は、「政見放送申込書」

に必要事項を記載し、制作したプロダクションなどの技術担当者と一緒に来

局し、自らが制作した「政見」メディアと、「政見放送申込書」を提出してく

ださい。代理人の場合は「代理人証明書」が必要です。 

〇持ち込むことのできる政見はすべての実施放送局を通して、１種類に限られ、

１つの実施放送局あたり２本を提出してください。 

〇後述する留意事項と技術基準を満たすようにしてください。 

〇 「政見」の提出の際には、ｔｖｋ側と一緒に試写を行い、「政見放送提出メデ

ィア確認シート」を記入していただきます。 

〇 政見放送を提出する方には、当該候補者の政見放送について、一切の責任を

負っていただきます。 

〇 一度提出いただいた「政見」は内容の変更はできませんのでご注意ください。 

 

(４)収録日と場所 

公

示

前 

 

６月２８日(土)、２９日(日) 

 

 

ｔｖｋスタジオ 

横浜市中区太田町２－２３ 

横浜メディアビジネスセンター２階 公

示

後 

 

７月５日(土) 

 

収録時間については、１５ページをご覧ください。 

 

(５)収録について 

「政見放送録画決定表」で決められた集合場所、収録日時を厳守してください。 

一度決定した収録日時は変更できませんのでご注意ください。 

また、政見放送の収録日時が決定したあとで、正当な理由なく定められた収録の

日時・場所に出向かなかった候補者は、政見放送ができませんので、くれぐれも

ご注意ください。 

(政見放送及び経歴放送実施規程第７条６項、以下実施規程) 
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以下、政見放送収録の要領です。 

 

・収録時間は候補者１人で５分３０秒以内です。字数にしますと１４５０字程度

が標準です。放送する際の話し方の早さは、概ね次の通りです。 

ニュースでアナウンサーが原稿を読む速度 １分間 ３３０字 

解説などの速度             １分間 ２８０字 

座談会などでの司会者の速度       １分間 ２５０字 

・政見の収録に要する時間は、打合せ、メイク、リハーサルなどを含めて１時間

程度です。 

・収録は原則リハーサル１回・本番１回で、収録したあとに内容の変更はできま

せん。(実施規程８条１０項) 

 

・服装は和服洋服いずれでも結構ですが、細かい模様や縞模様はテレビ画面で見

にくくなることがありますので、避けていただいたほうが無難です。 

・たすき、はちまき、腕章、アクセサリーなど特別の意図を表示する服飾の類は

使用できません。(実施規程８条８項) 

・収録の際は、放送用原稿以外の用具は使用できません。(実施規程８条８項) 

なお、政見放送の内容について、「(候補者は)その責任を自覚し、(中略)他人

若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害

し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくも政見放

送としての品位を損なう言動をしてはならない」と公職選挙法第１５０条の２

に定められています。 

また、同法第１５１条の５では、「何人も、この法律に規定する場合を除く

外、放送設備(中略)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせる

ことができない」と規定し他人のための選挙運動を禁止しています。 

 

(６) 音声機能等に障害のある出席者の政見放送 

（実施規程９条） 

・音声機能もしくは言語機能に障害のある政見放送出席者については、受付の際

に 録画用原稿を提出していただき、その原稿を放送局で前もってテープに録

音し、政見放送の収録の際に使用する特別措置が認められています。この措置

の対象となるのは、身体障害者手帳または戦傷病者手帳に音声機能若しくは

言語機能に障害 （3 級若しくは 4 級等）があると記載されている人、あるい

はそれと同程度の障害があると都道府県知事または政令指定都市または中核

市の長が書面で証明した人で、病気等で一時的に口がきけない人は対象とな
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りません。 

・この措置の適用を受けようとする政見放送の出席者は、申込みの際に身体障害

者手帳または戦傷病者手帳等の障害の程度を証明する書面を提示することに

なっています。また、「録音物使用申請書」、「録音用原稿」を提出することが

義務付けられています。 

・録音用原稿の字数は、１500 字以内です。 

・文字は楷書で、固有名詞等にはふりがなをつけてください。 

 

(７)収録実施上の基準 

・［名札］ 

机上に選挙区名、党派名、氏名または選挙長の認定した通称(ふりがなつき)

を書いた名札を置きます。名札の長さは５０センチ程度、高さは１５センチ程

度です。色、字体、文字の大きさ、字の配置等は、別に基準を定めます。 

・［カメラワーク］ 

収録は固定したテレビカメラ１台を使用し、候補者の上半身の映像とします。

必要によりズーマーを使用し、映像の大きさを変化させることができますが、

この場合、当該選挙区のすべての候補者について公平な取り扱いをするよう十

分配慮します。（ただし、手話通訳を付しての収録の場合は、ズーマーは使用

しません） 

なお、カメラワークについて候補者のご要望には応じられません。 

 

(８)放送日時と放送順序 

ア 放送日時は、県選挙管理委員会が政見放送の申し込み締め切り後に決定 

します。 

イ 放送順序は、県選挙管理委員会がくじで決定します。 
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Ⅱ、経歴放送 

(１) 経歴放送は県選挙管理委員会が定めた候補者経歴書の様式によ   

り、候補者１人につき「３０秒」以内で政見放送の直前に放送し 

ます。 

(２) 経歴書は分かりやすい文章で、文字は楷書、漢字には必ずふりが 

なをつけてください。 

(３) 経歴書は政見放送をお申し込みの際、同時に提出してください。 

 

Ⅲ、放送回数 

放送回数 

３回 経歴放送：１人１回 ３０秒以内 

 政見放送：１人１回 ５分３０秒以内 

 

Ⅳ、地震情報等について 

政見放送中でも、地震情報や気象情報を画面上部に字幕で出すことがありま

す。ご了承ください。 

 

Ⅴ、資料 

以下、各資料を掲載しています。 
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参議院神奈川県選出議員選挙 

政見放送の提出（持ち込み）に関する留意事項 

ｔｖｋ 

 

自ら制作した政見をｔｖｋに提出する場合には、以下の点に十分留意し、確実

に処理した上で提出してください。 

 

１． 公職選挙法では、候補者は、政見放送を行う際には、その責任を自覚し他

人や他の政党などの名誉を傷付けたり、善良な風俗を害したり、または特定の商

品の広告やその他の営業に関する宣伝をするなど、いやしくも政見放送の品位

を損なう言動をしてはならないと規定しています。 

法律に従って品位を保った政見を制作してください。 

 

２． 総務省が定める政見放送の実施規程では、候補者が自ら制作する政見放送

の録音録画にあたっては、著作権法に規定する著作者人格権、それに著作隣接権

を侵害するものであってはならないと規定しています。著作権などの処理は確

実に行ってください。 

 

３． 実施規程では、政党が自ら制作する政見は、その政見を放送する放送局が

定める技術基準を満たさなければならないと規定しています。提出される政見

は、ｔｖｋが定める技術基準を十分に参照して制作してください。また、政見は 

１種類で、予備を含めて２本提出してください。 

 

４． 制作した政見は７月３日（木）の午後 5 時までにｔｖｋに提出してくださ

い。 

５． 政見放送中でも、必要があれば、地震情報や気象情報を画面上部に字幕で

出すことがありますのでご注意ください。 
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参議院神奈川県選出議員選挙 

テレビ政見放送の候補者提出メディアの技術基準     

ｔｖｋ 

１． メディア 

種類  XDCAM プロフェッショナルディスクメディア 

２． 収録フォーマット 

（１） 下図「提出するメディアの収録フォーマット」と「収録フレーム」 

に従って記録する。 

（２） 基準信号 

映像：ARIB マルチフォーマット・カラーバー（ARIB STD-B28 準拠） 

        またはこれに代わる信号。100％白、0％黒の部分があること。 

音声：１ｋHz 0VU（－18ｄBFSもしくは－20ｄBFS）。 

 1・2チャンネルに同一信号を記録する。 

（３）  表示パターンには、「都道府県名・候補者名」、「内容時間（5分 30秒以 

内）」を表示する。 

（４）  放送開始点は、表示パターン終了から 5秒後とする。表示パターンから

放送開始点までの 5 秒間は、放送内容の冒頭映像を記録する。また、放

送終了点後約 15 秒間は、放送内容の最終映像を記録する。 

３． 収録レベル等 

（１） 映像：輝度信号は、最大値が 108％を越えないこと、最小値が 0％を下 

回らないこと。 

・ セットアップは 0％とする。 

（２） 音声：スピーチは－２VUのレベルに調整する。 

ただし、音声基準信号 0VU（－18ｄBFSもしくは－20ｄBFS）に対 

するレベルであり、－2VUのレベルとは、しばしば表れるＶＵ計の 

振れの最大値が－２VUの範囲に収まっていることである。 

・ モノラル（1CH＝主音声、2CH＝1CHと同じ音声） 

・収録内容の平均ラウドネス値を測定し、明示すること。 

・平均ラウドネス値は次の範囲内とする。－24．0±1LKFS。 

・デジタル音声信号のプリエンファシスは用いない。 

（３） タイムコード：表示パターンの開始点から最終映像終了点まで連続した 

タイムコード（LTC）が収録されていること。ドロップフレーム（DF）

を使用すること。 
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映 

像 

音

声 

〈提出するメディアの収録フォーマット〉 

 

収録始め               放送開始点       放送終了点 

↓                     ↓           ↓ 

 

 

〈提出するメディアの収録フレーム〉 

 提出メディアの内容は、16：9のハイビジョンフレーム(1080i)で制作する。 

  

〈注意〉 

 放送は、提出されたメディアからｔｖｋの放送用メディアにコピーして行う。 

 本技術基準は選挙ごとに見直すことがあります。事前にｔｖｋにお問い合わせ

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準信号 

(カラ—バー) 

表示 

パターン 

放送内容の 

冒頭映像 

放送内容映像 

(5分30秒以内) 

放送内容の 

最終映像 

 

1ｋＨｚ0VU 

(モノラル) 

無音又は            

スタジオ音 

放送内容音声 

(モノラル•5分30秒以内) 

無音又は   

スタジオ音 

 

40～60 秒 10 秒～20 秒 5 秒 

 

15 秒 
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政見放送提出メディア確認シート 

令和７年    月    日 

候補者名 神奈川県 

政見放送担当責任者 

制作会社 
技術担当者 

 

電話 

  

 

（1）内容時間 分        秒 

（2）収録技術内容 ※映像セットアップ  有  無 

 ※音声モード   

 ※平均ラウドネス値  LKFS 

 ※基準信号        分   秒     

 ※表示パターン        分 秒 

 ※冒頭映像        分 秒 

 ※音出        分     秒        F 

 ※映像残し        分 秒 

 

メディア障害     無   有    （キズ・ＤＯ・その他） 

特記事項 

上記のとおり相違ありません 

政見放送担当者 制作技術担当者 ｔｖｋ責任者 ｔｖｋ技術 
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令和７年７月２０日執行 

参議院神奈川県選出議員選挙 

政見放送録画日程決定票 

令和７年  月  日 

神奈川県 

候補者名 

政見放送担当責任者氏名                 殿 

連絡先 （電話）            （内線） 

 

政見放送の録画を下記の通り実施します。 

記 

（ ）録画日時 令和７年  月  日（ ） 午前    時     分集合 

                              午後 

 

（ ）録画日時 令和７年  月  日（ ） 午前    時     分集合 

                              午後 

 

 

収録場所：ｔｖｋスタジオ                     以上 

備考 

１． 定めた日時および場所においでにならない場合は、政見を放送できないことになりますか

らご注意ください。 

２． 政見の録画に必要な時間は、録画方法により多少変わりますが、打ち合わせ、メイクに 

 30 分程度、スタジオでの収録時間は 30 分程度、合計１時間程度かかります。 

３． 録画した後の内容の変更はできません。 

４． 政見放送の日時は選管から政見放送の日時を定めるくじ終了後通知されます。 

５． 録画にお出でになる時はこの決定票をご持参ください。 

６． 録音物使用申請書を提出された出席者の政見放送の音声は、録音用原稿を朗読し録音した

ものを再生して収録します。 
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Ⅵ、政見放送収録日時 

 

ｔｖｋスタジオ 

録画日時 候補者名 

 

６月２８日 

(土) 

１０：００～１１：００  

１１：００～１２：００  

１３：００～１４：００  

１４：００～１５：００  

１５：００～１６：００  

 

６月２９日 

(日) 

１０：００～１１：００  

１１：００～１２：００  

１３：００～１４：００  

１４：００～１５：００  

１５：００～１６：００  

 

７月５日 

(土) 

１０：００～１１：００  

１１：００～１２：００  

１３：００～１４：００  

１４：００～１５：００  

１５：００～１６：００  
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テレビ神奈川（ｔｖｋ）  

〒２３１-８００１ 横浜市中区太田町２－２３ MBC ビル４階 

(収録スタジオは２階) 

ＴＥＬ ０４５－６５１－１７１１ (代表)  

０４５－６５１－１１８２ (報道部直通) 

徒歩：みなとみらい線 馬車道駅・日本大道駅 JR 関内駅より徒歩５分 

 

 

土日祝のご来場は、太田町通り側にある夜間通用口からの入館になります。 

ご担当者様１名は５分前に到着して下さい。誘導手順をお伝えします。 

ご連絡はｔｖｋ報道部までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 


